
 
 
 
 
 
 
 
 
 

あなたの職場の働き方・休み方改善の取組について、 
「ワークショップ」の場で、ご一緒に考えてみませんか？ 
話し合いにより、会社や部署の方針を明確にし、現場の議論 を 
進める ことで、働き方・休み方に対する意識が変わります。 

 
 

 

 
 
 年次有給休暇の取得の促進 
 

 
 
 
 

生産性の向上 
 
 
 
 

定着率の向上 求人の誘引 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

ワークショップ を 開催しましょう！ 

働き方改革を目指して

 

働き方・休み方改善コンサルタント  
ファシリテーターを担当し、ワークショップの実施を 
支援します。ご利用の申込は 裏面の利用申込書 を 
ご利用下さい。まずは、お気軽にご相談下さい。 

が 

課題について参加者が  グループで 
自由に 意見を出し 合いながら議論し、 
お互いの考え方を学び合い、 
共に問題解決を目指す手法です。 
体験型・参加型セミナーです！ 
 

ワークショップとは 

①自己紹介 
②役割分担 
③グループ内討議  
  課題選定   分析   改善策 
④各グループ 発表  
   全体で意見や解決策を共有 
 

プログラムの例 

【守って頂くルール】 
・他者の意見を批判しない！ 
・他者の意見をしっかり聴く！ 
・どんどん発言する！ 

★楽しく話し合いましょう★ 

岐阜労働局 

労務管理の専門家である社会保険労務士等の資格を持つ 

サンプル 

岐阜労働局 雇用環境・均等室 TEL 058-245-1550 FAX 058-245-7055 
＊＊働き方・休み方改善コンサルタントは、随時個別訪問の申込も募集しています！＊＊ 
 

課題を 
見える化！ 



申込先 岐阜労働局 雇用環境・均等室 行   （FAX：０５８－２４５－７０５５） 
 

ワークショップ開催申込書 
 

    年    月    日 
 

ワークショップの開催を申し込みます。 
 

 
 
 
事 業 場 名 
所 在 地 
電 話 ・ F A X 

 

 

 
 
担当者職氏名 

 

労働者数 
（パート等含） 

 

 
主な業務内容 

 

 
 

利用形態 
希望する項目に、○をつけて下さい（複数可）。 

１ 事業主団体・職業団体等におけるワークショップ 

２ その他の場におけるワークショップ（                          ） 

 
利用方法 

特に関心のある項目に、○をつけてください（複数可）。 

１ 時間外労働の削減について 

２ 年次有給休暇の取得しやすい環境の整備について 

３ 新はつらつ職場づくり宣言について 

４ 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）について 

５ その他  （ ） 

 

＊記載された個人情報については、本事業以外で使用することはありません。 
 
 

＊必要事項をご記入の上、FAX・郵送等によりお申し込みください（ご利用は無料です）。 
 
 
 

【お問合せ先】   岐阜労働局 雇用環境・均等室  

          働き方・休み方改善コンサルタント   
〒５００－８７２３ 

岐阜県岐阜市金竜町５－１３  岐阜合同庁舎４階    

  電話  ０５８－２４５－１５５０   FAX   ０５８－２４５－７０５５ 

 


